
年度まで令和
実施予定
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市 円円助成金額（年度内の上限） 120,000 90,000町

国立大学法人 滋賀大学

主に「滋賀大学自治体経営塾」（自治体経営の中核とし
て期待される行政職員や地方議会議員等を対象とした、
自治体経営の知識やスキル・ノウハウを学ぶプログラ
ム）の運営費に活用されています。
会員が受講すると授業料等減免制度が適用されます。

公益事業

通年実施
講演会等開催費用助成金

対象 所属所（市町）

市町が地域内住民を対象に地方自治の振興又は福祉の増進に寄与するための講演会若しくはその他の文
化事業又は体育事業を開催した場合、これらの事業等の実施に要した費用の範囲内で助成を行います。

特定寄附
参考

公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律（平成１８年６月２日法律第４９号）第５条第１
７号に掲げる法人のうち、地域と連携し、地域政策又は地域づくり等に関する調査研究、情報収集発信、
支援又はこれらの人材育成等の事業活動を実施する法人に対し寄付金を支出することとし、次の２法人

（１法人当たり年額２５０万円）とします。3

（産学公連携推進機構）

公立大学法人 滋賀県立大学

主に「滋賀大学自治体経営塾」（自治体経営の中核とし
て期待される行政職員や地方議会議員等を対象とした、
自治体経営の知識やスキル・ノウハウを学ぶプログラ
ム）の運営費に活用されています。
会員が受講すると授業料等減免制度が適用されます。

（地域共生センター）


